
各地の実施事例の紹介

2020年10月　こども宅食応援団



方向性 社協による”出張る”総合支援 専門的支援へのつなぎ強化 民間活用で多数の家庭と接点創出 地域の多職種連携の強化

地域
場所 農業が盛んな九州 A町 西日本の中核市 B市 中部地方の中核市 C市　 中国地方 D市

人口 5万人以下 / 100k㎡ 50万人以下 / 400k㎡ 50万人以下 / 200k㎡ 20万人以下 / 300k㎡

体制
座組み

事務局 社会福祉協議会（社会福祉法人）
県ひとり親家庭等自立促進

センターを運営する一般社団法人 事務局：自治体 (児童福祉法所管部局 )
実施主体：

地域で無償の学習支援の実績の
あるNPOなど民間団体（3団体）

子ども食堂・学習支援を運営する

民間団体（事務局 小児クリニック）

その他の連携先 ボランティア、無料学習塾など
食品確保：企業・生協等
相談/支援：各専門家 （一番下で詳述）

情報収集の連携先： 教育委員会や園・
学校、子ども食堂事業の推進コーディ
ネーターなど

事業
概要

対象条件
支援対象児童／自治体が

見守りを必要と判断した子ども
支援対象児童／自治体が

見守りを必要と判断した子ども
支援対象児童／自治体が見守りを必要と

判断した子ども／生活保護世帯
支援対象児童／自治体・民間団体が

見守りを必要と判断した家庭

対象数 約70世帯 約50世帯
児童数 約200人

（世帯人数で 720名程度）の計画
当初は50-60世帯を想定

配送頻度・
訪問員

社協スタッフ・ボランティアが

月１回 宅食

相談員等が食品等を持参し、

月１回 居宅を訪問

NPOのスタッフ・ボランティアが

週１回 お弁当配送

クリニックの専門職・食堂スタッフが  
週１-２回　宅食＋弁当の提供

配送品
購入品＋地元農家・企業等からの

寄付（米や野菜・調味料など）
購入品＋企業・生協等からの

寄付（米・野菜・保存食品など）
地元飲食店などが準備した お弁当

購入品＋地元農家・企業等からの

米や野菜、および、弁当・食事

その他の活動
生活習慣支援、子ども食堂、

無料学習塾（週１回）
居場所型事業での専門的相談 ー 生活習慣支援、学習室（週１回）

予算規模 約500万円 約800万円
約2,000万円

（上限813万円✕3団体）
約800万円

実施
方法

利用開始
町役場や保健師からチラシ配布。

申込み後、社協相談員が顔合わせ。
行政・民間団体から各々つながって

いる家庭に利用意向を確認
行政から対象家庭に事業を案内。

家庭から行政に申し込み。

行政・民間団体から各々つながって
いる家庭に利用意向を確認

関係性構築
毎月同じ訪問員が宅食を実施、

徐々に挨拶・相談する関係に。
食品提供は訪問のきっかけや

関係構築の手段の一つ
毎週子どもに手渡しで配達。回数を重

ねて信頼関係を築く。
宅食・食堂・学習支援などを

対象家庭に合わせ柔軟に活用

ICTの活用 申込み～普段のやり取りに LINE活用 LINEや電話でのやりとりや相談も可能 （LINEなどの活用を検討中） LINEや電話でのやりとりや相談も可能

支援へのつなぎ
町役場の福祉課 社会福祉係・児童福祉

係、高齢者支援課、保健課  等
自治体の他、弁護士・医師・相談員（精神保

健福祉士）等の 専門家
見守りの様子は行政に報告の上、緊急時
には総合的な相談 /支援を行う機関が対応

見守りの様子は行政に報告の上、

必要に応じケース会議を実施。



事業実施上のポイント
全国の団体のヒアリングから見えてきたこと

2020年10月　こども宅食応援団
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　事前準備　特に重要な２つの課題 

　事業実施　５つのプロセスに分けて  

　補足：個人情報について 

本日の解説の流れ
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事前準備：事業を設計する



事業設計上の論点

こども宅食応援団が関わっている全国の実施団体に対してヒアリングをしたところ、主に以下の2点が事

業実施を検討する上で重要な論点になっていることがわかった。

論点① 対象世帯をどのように設定するか？

論点② どのような規模、体制で実行するか？

● 各自治体が実施している既存の取り組みとどのように整合を取るか？
● 限られた予算の中で、誰の見守りを強化すべきなのか？
● 対象世帯の選定について、公平性をもたせることができるか？

● 地域の中でどの団体が事務局を担うのか？
● 地域の支援関係者とどのように連携していくのか？

（要対協、こども家庭支援センター、社協そなど）



①対象世帯
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本事業の対象は？

要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として

登録されている子どもだけではなく、
地域社会から孤立しがちな子育て家庭や妊娠や子育て
に不安感を持つ家庭等の子どもや妊婦も含まれます。

（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「支援対象児童等見守り強化事業の実施に係る自
治体向けQ&Aについて」より）



各地の要項案を比較すると、大別して、２つの方向性での実施を検討している。

目的 地域での子育て世帯の見守りの強化

方向性 A. 顕在層の見守り活動を強化する B.  一定の類型世帯の実態把握を行う

アプローチ

すでに行政や民間団体が課題を把握していて、宅食を

実施することで、状況を把握する機会を増やし、支援に

つなぐ機会につなげる。

経済困難等以外の、課題の詳細が見えづらい、つなが

りが弱い家庭に対して宅食を実施して、家庭の実情や

変化を把握する。

家庭の 

状況 
すでに主となる課題は把握されている 

所得・ひとり親などの一定条件以外の 

個別の課題・変化は把握しづらい 

対象家庭

● 支援対象児童のいる家庭 

● 自治体や民間が把握した家庭の情報を 

もとに、見守りが必要と判断した家庭 

● ◯◯手当受給世帯 

※リスクが低い家庭から高い家庭まで 

　混在しているが、詳細が把握できていない
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①対象世帯



対象世帯については各自治体の考え方に基づいて、組み合わせて実施している。

方向性 A. 顕在層の見守り活動を強化する B.  一定の類型世帯の実態把握を行う

対象家庭 支援対象児童のいる家庭 

自治体や民間が把握した 

家庭の情報をもとに、 

見守りが必要と判断した家庭 

◯◯手当受給世帯 
※リスクが低い家庭から高い家庭まで  

　混在しているが、詳細が把握できていない  

家庭状況
すでに主となる課題は 

把握されている 

すでに主となる課題は 

把握されている 

所得・ひとり親などの一定条件以外の 

個別の課題・変化は把握しづらい 

A町
見守り強化事業

（70世帯）
✔（一部）  ✔  ー 

C市
見守り強化事業

（240世帯）
✔（一部） ✔  ✔（生活保護） 

文京区
※こども宅食事業

（600世帯超）
ー  ー  ✔

（児童扶養手当、就学援助、生活保護） 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①対象世帯
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本事業の対象となりうる家庭が管内に数多く存在する一方で、事業の担い手が乏しい等の状況であり、
管内一律の事業の実施が難しいため、公平性確保の観点から、事業の実施が難しい

（答）
１　厚生労働省が定めている実施要綱では、事業内容の大枠は示されておりますが、事業の実施にあ
たり、各自治体においては、地域の事情に応じ、柔軟な対応が可能となっております。

２　事業の内容に関しては、必須とされている事業内容は、子ども等の状況の把握であり、宅食等食事
の提供、生活指導や学習支援は必要に応じて実施することとされています。そのため、事業の実施の検
討に当たっては、必ずしも宅食等、生活指導や学習支援の実施を前提にする必要はありません。  

３　また、事業の形態に関しては、 管内の一部または対象者の一部でモデル的に実施という方法も考え
られますので、地域の実情に応じた柔軟な実施をご検討いただきたいと考えています。

（自治体からの質疑に厚労省から取り付けた書面回答（2020年9月17日 自民党こども宅食推進議員連盟　勉強会配布資料）より）

よくある質問

①対象世帯



②体制・予算



事業実施の規模と体制
ボランティア等地域の社会資源を活用しつつ、地域でできる範囲で事業設計をしている。

A町（人口：2.5万人） C市（人口：40万人）

実施主体 A町社会福祉協議会 地域のNPO等（３団体起用）

対象数 70世帯（世帯人数230人想定） 240人（世帯人数720人想定）

総予算額 1団体で 515万円 3団体で 約 2,000万円 *

事務局経費 259万円（専任職員＋パート） 461万円 *

食品購入費 84万円（宅食は月1回）

※地元の農家や食品企業からの寄付が大量に

1,152万円 *
1食あたり500円のお弁当を毎週宅食

訪問関連費用 5万円（宅食は月1回）

※ボランティアは全員無償・自家用車利用
384万円 *

その他経費
167万円

（週1回の無料学習塾運営料／食糧庫など）
-

(*)食事の調製に係る経費 /食事の配達に係る経費 /それ以外の経費の限度額をもとに「児童 240人・世帯720人」（32週実施）と仮置しフローレンスで独自に算出。
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②体制・予算



※委託費用の範囲内で行うもの：

食支援 日常生活支援 学習支援 その他

A町・E市 ◯ ◯ （適宜） ◯ ー

C市 ◯
（お弁当配送 毎週）

ー ▲（他事業につなぐ） ー

D町 ◯ ◯ ◯ ◯ 専門相談（適宜）

B市・F町 ◯ ◯ （適宜） ▲（他事業につなぐ） ー

実施する活動の内容
食品・食事の提供を伴う見守りに加え、地域の他の支援リソースを活かし自由に設計している。

②体制・予算



よくある質問

● 厚労省QAより：補助基準額の「1か所当たり」とは何を指すのか。

→1か所当たりとは、1民間団体等を指します。

● 人口規模の大きい自治体は複数の団体を起用することも可能：

○ 京都市・・・複数団体起用前提で、8千万円で予算計上

○ 前頁C市・・・3団体、約2千万円で予算計上

● また、１つの市町で複数団体が異なる種類の見守り活動を実施する場合、

各々の団体で申請している場合もある：

○ 詳細要綱比較表のE町・・・800万程度×3団体＋500万程度×1団体
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②体制・予算
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事業実施：５つのプロセス　



専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送

こども宅食事業の実施プロセス

周知、申込み

1 2 3 4 5

家庭とつながる 関係性を築く 変化を見つける
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専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み



対象家庭にはどのようにアプローチするべきか？

①支援を受けているのを周囲に知られたくない

・窓口ではなく、LINE・メール・郵送など、人に知られずに申し込めるようにする

②「自分より困っている人がいる」と思うので、自分が対象だと思わない

・対象家庭に直接チラシやメール、声がけなどで案内を届けるようにする

③身体的に忙しい／精神的に余裕がない中で、申し込むこと自体のハードルが高い

・申し込み時に必要な情報を最小限にして、最初のハードルを下げる。

・申込みの受付時間に制限を設けない（24時間受け付けられるようにする）

④支援をうけること自体に抵抗がある

・「困窮している」「支援が必要」といった言葉を使わない。

・デザインを最大限活用して、気軽に申し込めるメッセージを届ける

専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み



現況届送付封筒に申込みチラシを同封することで、
対象世帯である児童扶養手当及び就学援助受給世帯にアプローチしている。

対象世帯が、自らが対象世帯であることが明確にわかり、
周囲に知られずに、LINEで簡単に申し込めるため、利用しやすい。
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東京都
文京区

こども宅食

②LINEで申込み

①現況届送付封筒に申込みチラシを同封する

児童扶養手当
または

就学援助受給世帯



いろいろな窓口で気づいた「気になる家庭」に申し込みを促すことで、

見落とされる家庭を減らすとともに、個人情報の問題もクリアできる。
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A町
見守り事業

こども宅食事務局 市町村

１．行政等が宅食事業を紹介し利用を促す
● 児扶手等の世帯に現況届とチラシを郵送
● SSWや保健師が気になる家庭にチラシを手渡し登

録を促す
● 社協困窮窓口で説明し申し込んでもらう

連携

２．LINEやメール・電話で
申し込み（名前・住所など）

こんな事業が
ありますよ

利用家庭



氏名、住所、メールアドレス、電話番号を入力するだけ、手間・負担が少ない。

LINEを使えばに、窓口の時間外でも申し込めるため利用しやすい。
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A町
見守り事業
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D市
見守り事業

チラシなどは、わかりやすく、気軽に申し込んでもらえるようなデザインにしている
地域も多い。

QR



食品を確保してから配送するまで、具体的にどのようにやっているのか？

● 地域によって規模や座組み、プレイヤーが異なるため、様々なやり方があります。

● 補助金で購入する以外にも、農家などからの寄付食品を活用する工夫も。

● 「調理が不得意」「野菜が不足している」など家庭の状況も勘案して届けるものや

レシピ同封などの工夫をしている。

○ 食材だけでなく、すぐに食べられるお弁当を配る地域もあります。

● 配送型については大きく分けて、相談員やボランティアが届ける・配送業者が届けるの2つがあ

ります。

専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み



事務局が、農家等に寄
付食品の集荷に回り、
作業所へ運ぶ

宅食日当日、作業所に
ボランティアが集まり、梱
包作業

ボランティアが
家庭にお届け

農家の野菜や、地元食品企業の寄付食品(シーズン切り替え余剰品など )も有効活用
A町

見守り事業
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D市
見守り事業

LINEを使って日時を確認、きちんと手渡しできるように工夫を。

小児科と連携し、保育士や看護師などの専門職も手渡しスタッフとして見守り

XX所

まんぷく便
事務局

まんぷく便
事務局

XX所
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こども
宅食

東京都文京区（約630世帯） 
京都府京都市(伏見区トライアル)（約120世帯） 

配送型 

規模の大きな都市では梱包や配送を物流業者に委託することもある。

高齢者の見守り配送を手掛けるココネット㈱は、研修を受けたスタッフが手渡しで宅食
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こども
“宅所” 長崎県長崎市 約110世帯  集合型 

※長崎では市中で坂が多いため、宅配型では

なく、あえて 「周りに知られない場所（宅所）に

取りに行く」 集合型とした。 

 

見えない支援を希望する

家庭に配慮 



毎回「食」にこだわらず、家庭のニーズに応じ学用品やマスクなどの衛生品を渡す事業
も。これは家庭との関係構築の観点から重要（後述）

加工食品や調味料

学習用品 農産物とレシピ

日用品

衛生品

運動靴など

全国各地
こども宅食



具体的にどのように関係性構築・見守りをしていくのか？

● 家庭訪問・手渡しに関しては、

・事業により対象家庭の状況はさまざまで、個々の状況と見守りの目的に応じて

　一般のボランティアから相談員・専門職まで役割分担して家庭を訪問している

・「周囲に見られたくない」など家庭の立場にたった配慮や傾聴の姿勢は共通

● 対面以外の「オンライン」の接点も重要

・電話やメール以外にも、LINEを導入し日常的なやりとりや情報提供にも活用

● 居場所型の事業では、以下のような施策を実施している。

・託児をするなどして、場所に来た人が相談する機会を自然につくる

専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み



利用開始前に社協にて面談

「利用申し込みがあると最初に
ご家庭を訪問し、顔を合わせて
話すようにしています。申し込
みをしたということは、現状を
変えようと一歩踏み出した証拠
で、それがとても良かったとい
うことも最初にご家庭と共有す
るようにしています。

「食品は自然に渡すようにしている。ご近所な
ど周りの目もあるかもしれないので、自家用車
でいく。目立たないように気をつけている」

配送時には明るく挨拶し、声を掛けるにしても
「困っていることがあれば三股町社協に相談し
てください」といったコミュニケーション

相談員やCWによる
個別の声がけ

家庭の状況や子どもの
状況に応じて、そのと
き必要な情報を渡した
り、相談事があれば対
面や電話・LINEで連絡
をする

A町では、初回配送時に面談を実施。

ボランティアは担当制で同じメンバーが家庭を訪問するようにしている。

月１回の配送をボランティアが
実施（担当制）

A町
見守り事業



ボランティアに相対的貧困に関する研修なども実施A町
見守り事業
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F町

見守り事業
配送ボランティアに意識してもらっていることは、「悩みごとを無理に聞き

出さない」「傾聴をする」など、利用者目線に立ったコミュニケーション。

★秘密保持をお願いします。
周囲に困りごとを知られたくない、サービスを利用していることを知られたくないなど、◯◯宅食を
希望されているご家庭の思いは様々です。それぞれのご家庭との信頼関係を築いていくために、
配達する中で得たご家庭の情報などについては、秘密を厳守してくださるようにお願いします。
 
★寄り添う支援をお願いします。
配達時には、担当していただくご家庭の保護者の方やお子さんと、コミュニケーションをとって
いただければと思いますが、絶対にこれを聞かなければいけない、という決まりごとはありません。
困りごとや悩みごとを無理に聞き出すことはせず、まずは傾聴を実施して信頼関係を構築することを
意識してください。
 
★気になることや相談事など、ぜひ社協にお伝えください。
情報バインダーに訪問時の様子をご記入して頂ければと思います。担当するご家庭から相談されたこと、
ご家庭の様子等で気になったこと、また配達ボランティアの活動自体に対する困りごとやご意見など、
どんなことでも社協までご連絡ください。

社協からボランティアに伝えている留意事項  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XX県

見守り事業

要対協の登録児童が主の見守り強化事業では、受託団体(社協)などに対し研修を
行う自治体もある。

講師：子どもの貧困や虐待の対応・相談実績のある相談員

（研修資料の一部抜粋）  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D市
見守り事業

訪問員が手渡し時の自然な会話の中から、子どもの状況の把握や聞き取りを

行う予定。遠方の児童や引きこもりのケースなど、タブレット導入による
オンライン見守りも計画中。

まんぷく便
事務局
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イベントなどの
機会提供

コロナ禍での情報提供
その月の食品や

活動の紹介

LINEで積極的な情報発信を行っている。絵文字を活用する、事務的な文体を避け

るなど、コミュニケーション上の工夫もしている。

全国各地
こども宅食
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来場と食品受取り：

■様々なスタッフ・ボランティアが温かい雰囲気で声掛けをする

■託児スペースやイベントなど、普段は忙しい親がリラックスできる工夫を
　※コロナ感染対策のため現在は託児スペースなどは停止中。

長崎県

長崎市
“宅所”

☑大勢のボランテイアが
休日に準備・運営してい
る様子が見える

☑クリスマスにはレゴやケーキを、
コロナが流行する時期はマスク…

家庭のニーズを考えて企画

☑相談がしやすい
ように会場に託児
スペースを設ける
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https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kosodate/mimamori_kyoka.html 

浜松市：支援対象児童等見守り強化事業について【公開】 

月次実績報告書 

よくある質問

● 民間団体による見守りの内容をどのように自治体に報告するか？

→【各地の報告フォーマット・チェックポイントを募集します】

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kosodate/mimamori_kyoka.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kosodate/documents/13getujijisseikihoukokusho.doc


専門的支援へのつなぎで各地が工夫している点はなにか？

● 地域の「専門的支援のネットワーク」をつくる

・すべてを「こども宅食」や「宅所」だけで対応しようとしない

・養育困難だけでなく、障害、就労、貸付、住宅、DV（法律）など広く対応

● 利用者目線・利用者の立場で事業設計（申し込み～関係性構築と同じ論点）

・「忙しく平日昼間に窓口に行けない」「書類が多すぎて申込みをあきらめる」

　　などに対応しLINE相談や土日対応も（民間の強み）

・託児をするなどして、場所に来た人が相談する機会を自然につくる

・「いきなり専門的な相談は怖い」などの一般の人の気持ちに配慮

専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み



役所 社会福祉協議会

①福祉課
　　社会福祉係
　　児童福祉係

②高齢者支援課
　　包括支援センター

③町民保健課
　　健康管理センター

①地域福祉係

②障害基幹センター

③生活支援コーディネーター

④コミュニティデザイナー

⑤どうぞ便コーディネーター
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「こども宅食」の見守りで問題のあるケースを見つけた場合、
市町村の役所や社会福祉協議会で検討会議を実施し、専門支援につなげる。

A町
見守り事業



学校、スクールソーシャルワーカー
など

民生児童委員

こども宅食
（事務局：A町社会福祉協議会）

こども食堂
学習支援
地域のNPO
ボランティア

町役場（福祉課、高齢者
支援課）、保健師

児童相談所
南部福祉こどもセンター

・福祉事務所
・社会福祉協議会の
　他部署

親子

こども宅食が家庭との「つながり」を作り・維持しながら、
地域の支援団体がネットワークを作るイメージ

宮崎県

三股町
A町

見守り事業



長崎事業の初回実績：

初回の宅所で世帯の３割から相談があった（約100世帯参加中）

長崎県

長崎市
“宅所”

相談ブースにボランティア参加：

● 長崎県ひとり親家庭等自立促進
センター（社会福祉士、精神保健福祉士）

● 県や市の貸付窓口担当
● 歯科医師会
● 弁護士事務所

● 児童心理施設（臨床心理士、看護師など）

● ひとり親に向けた住宅相談窓口
など
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※コロナ前の相談ブースがあったときの宅所の様子

利用者目線・利用者の立場で事業設計：

❏ 託児あり＋プライバシーに配慮したブース作り

❏ 普段行政窓口が閉まる週末（土日）で実施

❏ 食品提供の “ついでに”相談できる、という相談への入りやすさの導線

長崎県

長崎市
“宅所”

コロナ状況下で正社員からパートになってくれと言われ

た親からの就労についての相談



○ 食品を受け取る ”ついでに” 相談もできる。ハードルがぐんと下がって気軽さが増すの

は素晴らしい。

○ 託児があるので、相談しようと思っていなかったお母さんにも、「お子さんが

遊んでいるのでゆっくり話せますよ。どうですか？」と相談に促すことができた。「大丈

夫ですか？困りごとはないですか？」と聞くより構えなくていい。

（意識的な援助要請がなくとも潜在的な困りごとを聞く機会になる。）
（以上、相談員としてボランティア参加している児童心理治療施設へのヒアリング）

○ 普通の人は弁護士と話すのは緊張するが、つなぐBANKでのブースは 
”ついでに” 相談できるところがよい。普通の相談とは違う雰囲気が作れた

と思う。（相談員としてボランティア参加している弁護士のコメント）
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（参考）専門家・相談員の方が考える「つなぐBANK」の意義
長崎県

長崎市
“宅所”



専門的支援
へのつなぎ

状況把握、
見守り

関係性構築食品の配送周知、申込み
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事前実施：５つのプロセス　個人情報ついて



よくある質問

● 民間団体との個人情報共有はどのようすれば良いのか？

→いまのところ「要対協の構成員となる、守秘義務契約を締結する」と

いう２つの手法が示されているだけ。

46
（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「支援対象児童等見守り強化事業の実施に係る自治体向けQ&Aについて」より）
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国の調査：児童虐待防止に係る官民連携の課題のうち、官民の情報共有については

「連携範囲の段階的な拡大」・「実績の積み重ね」が対応として示される

（厚生労働省平成  27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「地域における児童虐待防止対策推進に資する調査研究」調査結果報告 書　59頁）

参考
情報
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山本倫子氏
● 長崎市版こども”宅所”

つなぐBANK事務局長
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進セン

ターセンター長（※長崎県子どもの貧
困総合相談窓口／長崎県にんしん SOS
相談窓口も新たに開設）

● 一般社団法人ひとり親家庭福祉会な
がさき 事務局長

● 元・長崎県社会福祉協議会勤務

――行政に拒否感のある家庭や関係構築が難しい家庭もいると思いますが、

今回の見守り強化事業を開始するにあたり留意していることはなんですか？

保護者の受け入れ意志があることが非常に重要。必ず、「こういった

支援をしますが受け入れできますか？」と確認し了承を得ること。

――これまでの支援の経験からその他に留意すべき点を教えてください。

民間が入ることで徐々に家庭と関係が構築でき、専門的支援につながりやす

くなることが期待されますが、「無理は絶対に禁物」です。

「来てほしくない」という親に「支援を受けるべき」「訪問したい」等何度

も詰め寄るのはいけない。親が「監視されている」と感じる。

――個人情報の取り扱いについてはどのような考えですか？

「行政側の持つ家庭の個人情報をどこまで委託業者に開示するか？」

は行政がそれぞれの家庭の状況や支援の内容・委託業者の役割や体制に応じ

判断していく。（要対協と同じレベルなのか、部分的なのか）

特に質問の多い①利用開始、②関係構築、③個人情報について
見守り強化事業の受託団体の事務局長に聞きました：

参考
情報


